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１：自治体をフィールドとしたモデル事業の概要①

現場⽀援型モデル事業の実施
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○ ICT活用工事を建設事業の大半を占める地方自治体工事に広めるため、自治体発注工事をフィール
ドに現場支援型モデル事業を実施

○ 当事業では、自治体が設置する支援協議体の下で、ICT活用を前提とした工程計画立案支援や、ICT
運用時のマネジメント指導による好事例創出、効果検証及び普及活動の支援を行う。

国が発注する支援業務を通じて、モデル工事のフィールドに派遣するICT施工専門家の
旅費・謝金を支出
各地整1件ずつモデル工事とそれを支援する協議体を立ち上げ（既存の体制でも可）

局の推進体制が運営指南



２：自治体をフィールドとしたモデル事業実施箇所

H29年モデル事業実施箇所

地整 選定自治体 備考

東北 秋田県 モデル工事公告中（道路改良）

関東 茨城県 ※昨年度からのパイロット事業継続中

北陸 新潟市 モデル工事公告準備中（道路改良）

中部 静岡県 ※昨年度からのパイロット事業継続中

岐阜県 モデル工事調整中

近畿 兵庫県 モデル工事公告準備中（河川土工）

中国 鳥取県 モデル工事実施内容調整中 ※平成２９年１０月３日時点

四国 徳島県 モデル工事候補公告中（河川土工・道路改良）

沖縄 沖縄県 モデル工事公告準備中（道路改良）

※九州・北海道は現在調整中

2



自治体でモデル事業を行う狙い
• 自治体の発注者にICT活用工事への不安を取り除き、地域業者の投資意欲を増進

実地検査

⼈⼒で計測

ＧＮＳＳローバー等で計測 検査書類
工事書類

(計測結果を手入力で作成)

1断⾯のみ ／ １現場

検査は画⾯1枚で実施

発注者自身の工事でICT活用工事の検査手法を体感させ発注者としてのメリットも確認
自治体での一層の普及につなげる。

地域業者に現場を公開しノウハウを共有 丁張り不要の圧倒的な施⼯効率を体感 敢えて従来の⼈⼿のかかる⼿法と⽐較

３：自治体をフィールドとしたモデル事業③狙い
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自
治
体

○モデル工事候補の公告
〈公告内容・仕様〉
・支援協議体への協力を求める
・ICT活用工事として発注する工
事仕様書においてモデル工事候補
であることを明記する等

《モデル工事の公告・選定》 《モデル工事での支援》 《成果とりまとめ》

○モデル工事の選定

※特に地域からの要
望が無い限り、ICT施
工専門家としては、
支援業務受注者より
推薦

支
援
協
議
体

支
援
業
務

（
本
省
発
注

）

受
注

者

○ICT活用工事としての費用を負担
・ICT積算基準を適用

○ICTを生かした監督検査の許容
・国の基準等を受入れ、二重管理しない。

○自治体職員への理解促進
・現場講習会への職員派遣

○ﾓﾃﾞﾙ工事の支援（1ヶ月間）
<ICT専門家の派遣>
・ICTを活用した施工計画（調達計
画・工程計画等）の立案支援

・３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成支援
・ICT利用に関する現地指導

<現物貸与>
・出来形管理等のｿﾌﾄｳｪｱ貸与

○現場講習会
の運営支援

・講師派遣
・見学に必要な
実機、その他
イベント資機
材の手配

・その他運営

○好事例と
りまとめ
・効果計測
（現地調査）

・コストメ
リット定量化

・ノウハウ整
理

○モデル工事
の施工

○現場の
公開

○知見の
公開

発注者：当該自治体
施工：建設業協会
測量設計：測量設計協会他
ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ：ﾚﾝﾀﾙ業協会他
ICT専門家：支援業務から派遣
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：整備局推進体制

□各地整のi-Construction推進体制において、意欲の高い自治体を事業実施先に選定

• モデル工事を発注して当該受注者を支援するとともに、支援協議体を介して、知見を
地域に公開

※先行事例では、モデル事業
実施自治体が事務局となり
支援協議体を発足、運営

○施工内容の
調整

４：自治体をフィールドとしたモデル事業④枠組み

○地域に知
見の共有
・各団体で講
習会開催

○業団体会員
の理解促進
・現場講習会に
参画

4



５：自治体をフィールドとしたモデル事業⑤支援の例

3次元設計ﾃﾞｰﾀを活用したﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの実践
3次元の施工手順ﾓﾃﾞﾙで、効率的な運土計画の立案を支援

有効なICT建設機械の提案

ICTの施工効率を計算し、法面の小さい造成工事では、ICTバックホウは使用せずICT
ブルドーザのみを利用するように当初から計画。

47

Ｚ

Ｘ

Ｙ

ＢＰ

ＥＰ

切り出し原点を
白線等でﾏｰｷﾝｸﾞ

ICT建機フルセット 80,000円／日

⇒ICTブルドーザのみ 39,000円／日

計画見直しによる効果 61日⇒44日
ICT建設機械による効果44日⇒36日

一旦端に土砂を
寄せる

細かく、山から
谷を埋める

効率的な運土

3次元設計データ化

3次元設計ﾃﾞｰﾀを搭載したTSで切出し位置を描き通常のﾊﾞｯｸﾎｳで施工
ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

施工計画立案支援の例

ICT専門家がﾓﾃﾞﾙ工事契約直後から現地に入り、現場により異なるノウハウが必要な、
ICTの能力を最大限生かした段取りを支援
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５：自治体をフィールドとしたモデル事業⑤支援の例

従来施工

丁張りがあるために、そ
れを避けながらと作業と
なったり、前進後退を繰り
返す等により時間がか
かっている。

ＩＣＴ建機により丁張りが
省略出来るが、ＩＣＴ建機
の能力を知らずに、これ
までと同じ段取りをする
と、効率化しない

丁張がないため現場を縦横
無尽に押土できることによる
施工効率の向上に合わせ
て、現場内運搬の能力を見
直すことにより、別工程でボ
トルネックを作らないようにす
る。

単なるＩＣＴ導入 ＩＣＴによるカイゼン

ICT建設機械運用支援の例

ICT専門家がICT建設機械稼働中適時現地に入り、その運用にかかる支援を実施

ＩＣＴ建機のポテンシャルを最大限に活かせる施工手順と体制を指南

6



６：自治体をフィールドとしたモデル事業⑥普及展開支援

モデル工事で得られる知見を地域の建設業界へ展開する目的で、県が主体的に支援協
議会を設置し、同メンバーに対する３次元データ作成方法の講習会、 現場見学会の開
催を支援した。

モデル事業終了後も、地域（県や地域の建設業団体）で主体的に、普及展開活動
の継続がなされることを期待 7



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

小規模工事への展開に向けて

平成29年7月31日ＩＣＴ導入協議会（第５回）資料を加筆



１：中小建設業者へ展開するための課題①

課題 対策

積
算

歩掛

・小規模の歩掛が合わな
い

ICT建機の使用割合や日当たり施工量等を実態調査を

行い、通常施工との比較分析を踏まえ、必要な改訂内容
について検討する。

間接費（現場管理費）
・ICT土工で新たな作業

となるドローン等による出
来形管理については、率
計上ということで、所要額
が措置されていない。

3次元出来形管理等の費用については、点群データ処理

以降の内業作業を自社化することで、追加的費用を圧縮
にすることが考えられる。

なお、ドローン等による出来形管理の外注などで従来よ
り間接費がかさまないように、従来のトータルステーショ
ン等での出来形管理を可能とした。

ICT土工を中小建設業者でも普及させる上で「官積算」、「初期投資」、「ICTス
キル不足」及び「自治体等発注者の理解不足」の課題が考えられる。
国土交通省としては、以下の通りの環境整備を考えており、順次進めていきた
い。
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課題 対策

初
期
投
資

初期投資費用
・3次元設計データ作成ソフト等

については、購入せざるを得ず、
中小零細企業では投資できない。
積算で見て欲しい。

会社の投資そのものを積算で見るのは難しい。
税制措置が整えられており、適用を検討されたい。

• 税制については中小企業等経営強化法に基
づく税制措置として、固定資産税の半額免除
や法人税の即時償却または取得価額の10％
の税額控除といった措置を受けられる可能性
がある。

• なお、現時点で予算枠には余裕があると聞い
ており、建設会社の適用事例も多い。

またドローン等の新規の機器投資をしなくてもいい
ように、従来のTS等での出来形管理も可能とした
（再掲）

１：中小建設業者へ展開するための課題②
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課題 対策

技
術
者
育
成

ICT土工に対応できるスキル
を持った技術者がいない

各地方整備局や業団体において無料の講習会を
実施しており、受講を促したい。

発
注
者
側
の
改
善

発注者の理解不足

・監督職員から二重管理を強
いられる等

整備局のi-Construction推進本部等を通じた発注

者向け講習会を充実させ、発注者側の理解を深
める取り組みを進める。
また、自治体の工事をフィールドとしたモデル事業
を各地で実施する予定であり、モデル工事での
OJTを通じて発注者の理解を深めたい。
今後、ICT活用工事による発注者側のメリットも取
りまとめ、自治体に示していく。

ICT活用工事の案件不足
・自治体のICT活用工事の受

注機会の確保（投資回収の見込
みのため）

整備局のi-Construction推進本部等を通じ、ICT活
用工事を増やすよう自治体に呼びかけている。

１：中小建設業者へ展開するための課題③
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課題 対策例

現
場
条
件

個々の工事でＩＣＴの効率が
生かせる現場条件かどうか
がわからない

直轄で実施しているＩＣＴ活用工事におけるアン
ケートや、自治体の工事をフィールドとしたモデル
事業等により、ＩＣＴが生かせる現場条件を明らか
にしていきたい。

１：中小建設業者へ展開するための課題④
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２：小規模工事を対象とした積算基準改定方針

■積算基準改定の検討

○ＩＣＴ土工積算基準（掘削、路体・路床盛土、法面整形）により、ＩＣＴ建機を使用する工事のうち、施工量
の少ない現場において、ＩＣＴ施工に対する官積算と実際に要した費用に乖離があると指摘がある。

○その為、ＩＣＴ建機の使用割合や日当たり施工量等の実態調査を行い、通常施工との比較分析
を踏まえ、必要な改定内容について検討する。

■ＩＣＴ建機の使用割合 ■日当たり施工量

小規模土工を中心に実態を確認し、積算基準（ＩＣＴ機械使用割合の設定等）の見直しを実施

■地域の実情、意見等
○ＩＣＴ施工の土工量によっては、積算単価と実勢価格が合わない。
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３：建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度の概要

区分 制度 対象 実施機関
所管省

庁
備考

補助
金

省エネルギー型建設機
械導入補助事業（地球温
暖化対策）

低燃費型（３つ星以
上）のICT・ハイブ
リッド・電気駆動の
建機

購入
（一財）製造科
学技術センター

経済産
業省

ICTとのセット販売された建機本体
※H29予算：14.1億円
※H28年度は768件
※毎年概ね年度末頃使い切り

融資

環境・エネルギー対策資
金（排出ガス対策・地球
温暖化対策）

オフロード法基準
適合車、低炭素型・
低燃費型建機

購入
日本政策金融
公庫

中小企
業庁

建機本体

※H28融資件数→167件（余裕有）

IT活用促進資金（企業活
力強化貸し付け）

情報化施工機器
（建機本体除く）
等

購入、賃貸
日本政策金融
公庫

中小企
業庁

ICT機器

※H27融資件数
→全部で3062件中
建設業56件（余裕有）

税制
優遇

中小企業等経営強化法 生産性が年平均
１％以上向上する
建設機械、情報化
施工機器 等

固定資産
税

市町村
中小企
業庁 ※H28末時点

経営力向上計画を認定件数
→1000件以上

中小企業経営強化税制 法人税、所
得税、法人
住民税、事
業税

国（法人税、所
得税）、都道府
県（法人住民税、
事業税）、市町
村（法人住民
税）

中小企
業庁

中小企業投資促進税制
建設機械、情報化
施工機器 等

中小企
業庁
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（参考）建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度活用の見込み
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【補助金】（対象：ICT建設機械）
省エネルギー型建設機械導入
補助事業

【融資】（対象：建設機械本体）
環境・エネルギー対策資金（排
出ガス・地球温暖化対策）

【融資】（対象：後付けICT機器）
IT活用促進資金

【税制】（対象：すべての機器）
中小企業等経営強化法

＜支援措置＞ ＜活用の見込み＞

H29.7時点
余裕あり

十分な
余裕あり

十分な
余裕あり

十分
見込みあり

• 予算額：14.1億円

• 執行率：12.7％
• 毎年度概ね使い切り

• 昨年度：167件
• 今年度：38件
• 毎年度、年度末まで

枠に余裕がある。

• 昨年度：総数3062件
（内建設業）56件

• 建設業が活用する余
地は十分あり

• 昨年度：建設業の経
営力向上計画認定
1000件以上

• 枠もなく、建設業の適
用事例も数多い

※H29.7.28現在

※H29.7.27現在



（参考）：建設機械関係の「補助金」①

省エネルギー型建設機械導入補助金

期 間 ～H30.3.14

利用できる方 民間企業等（民間企業、その他の法人（独立行政法人を除く）及び個人事業主）

対象設備

・国土交通省策定の燃費基準値を超える（3つ星以上）燃費性能を有する排出ガス四次規制
（2011年、2014年）に適合した油圧ショベル、ブルドーザ又はホイールローダ

・『ハイブリッド機構』、『情報化施工』又は『電気駆動』等の先端的な省エネルギー技術が
搭載されていること

・執行管理団体に設置する有識者委員会で審査決定された型式

補助率
補助率：補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の定額または2/3
補助上限額：300 万円

その他
H29年度予算案：14.1億円（前年度18.0億円）
※H28年度実績は768件で、毎年概ね年度末頃に予算枠に達する。

制度紹介HP http://www.eco-kenki.jp/

【手続きの概要】 販売業者が通常は代行してくれるので相談可能

ICTを搭載した建設機械の購入に際して上限300万円の補助金が利用できる。
手続きは通常は販売業者が代行する。
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（一般）製造科学技術
センターHP

9

（参考）：建設機械関係の「補助金」①



国税、地方税の減免をうけるために「経営力向上計画」の認定を受ける必要がある。
手続きは「経営革新等支援機関」（銀行や商工会等）に相談できる。

中小企業等経営強化法

期 間 ～H31.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主 ※経営力向上計画の認定

対象設備
160万円以上の機械及び装置であること

経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置（生産性が年平均1%以上向上する設備等）

優遇内容
固定資産税

固定資産税の課税標準を 3年間1/2に軽減

そ の 他
＜その他の支援措置＞
（法人税）中小企業経営強化税制に基づく法人税減免（別途紹介）

（金融）政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】

利用する支援措置（税制・金融）に
応じて、その提供者（経営革新等
支援機関）に相談可能

後述の中小企業経営強化
税制で詳説
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（参考）：建設機械関係の「税制優遇」のための経営力向上計画①



（参考）：建設機械関係の「税制優遇」のための経営力向上計画①

（参考）経営力向上計画認定申請書類のポイント

建設業分野に係る経営力向上に関する
指針（※） より

第２ 経営力向上に関する目標

２ 経営指標（労働生産性（以下のいずれか）

①労働生産性・基本
・ （営業利益＋人件費＋減価償却費）÷労働投入量（労働
者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）

②労働生産性・推奨
・ （完成工事総利益＋完成工事原価のうち労務費＋完成
工事原価のうち外注費）÷年間延人工数

③労働生産性・簡易
・ （完成工事総利益＋完成工事原価のうち労務費）÷直庸
技能労働者数

３ 経営目標（労働生産性伸び率）
３年間の計画の場合 １％以上
４年間の計画の場合 １．５％以上
５年間の計画の場合 ２％以上

１ 計画期間
3年ないし5年

11



（参考）経営力向上計画認定申請書類のポイント

建設業分野に係る経営力向上に
関する指針より

第３経営力向上に関する事項
１経営力向上の内容及び実施方法
に関する事項

一人に関する事項
イ教育訓練の充実
ロ生産性向上に向けた複合工育成
ハ従業員の処遇改善

二財務管理に関する事項
イ原価管理の高度化

ロ社内業務の効率化

三営業活動に関する事項
イ年間受注計画の策定
ロ適正な利潤を確保した受注

四新技術・工法の積極的導入
イ ＩＣＴ施工の実施、コンクリート工におけ

る生産性向上技術の活用等、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎの推進
ロＮＥＴＩＳを始めとした新技術・新工法等
の導入

ア 一(イ)
中堅社員を中心に講習会への積極的参加をさせて知識技術を習得させ、社内
講習により若手社員にも知識技術を習得させる。

イ 四(イ)

3次元設計ﾃﾞｰﾀを入力することでﾊﾞｹｯﾄの自動停止制御等ICT技術を活用したｵﾍﾟﾚｰ
ﾀ支援機能を搭載しているため、高精度で効率的な施工が出来るとともに、丁張
作業を省略できることから、作業員の負担軽減とともに安全性が確保できる。

ア 従業員教育訓練費

イ 経営力向上設備購入

イ 経営力向上設備購入

自己資金

融資

補助金

1,000

21,500

4,000

ICT建機（型式名●○）

3D点群ｿﾌﾄ（商品名●○）

ICT建機（型式名●○）

3D点群ｿﾌﾄ（商品名●○）

24,000

1,500

1

1

24,000

1,500

ｿﾌﾄｳｪｱ

1

1

24,000

1,500 12
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（参考）：建設機械関係の「税制優遇」

中小企業経営強化税制／

期 間 ～H30.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主

対象設備 機械装置(160万円以上)→建設機械等、ｿﾌﾄｳｪｱ(70万円以上)、
器具備品・工具(30万円以上)→測量機器等、建物付属設備(30万円以上)

最新設備を導入する場合（A類型）
利益改善のための設備を導入する場合（B類型）

優遇内容 個人事業主、資本金3千万円以下 即時償却又は税額控除10%
資本金3千万円超1億円以下 即時償却

対象設備要件

＜対象設備の要件＞

A類型 最新モデルであること、生産性が年平均1%以上向上していること

B類型 投資利益率が5%であること

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】 主務大臣

中小企業経営強化法の手続き

設備のメーカーの所属する
団体が証明書を発行

「経営力向上計画」の認定により、固定資産税減免の他、法人税減免を受けられる。

13



（参考）：建設機械関係の「融資」

（株）日本政策金融公庫
環境・エネルギー対策資金

（株）日本政策金融公庫
ＩＴ活用促進基金

期 間 ～H30.3.31 ～H30.3.31

利用できる
方

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従業員
300人以下）、個人事業主

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従
業員300人以下）、個人事業主（賃貸業は対象外）

貸付限度 中小企業事業：7億2千万円、国民生活事業：7千2百万円

貸付期間 20年以内

貸付対象と
貸付利率

各環境対策型建設機械の購入
・排出ガス対策型建設機械：基準金利
・オフロード法基準適合車：特別利率②/Ｂ

（2014年規制）、基準金利（2011年規制）
※130～560kw帯は2014年規制のみ特別利率①/Ａ

・低炭素型建設機械：特別利率①/Ａ
・燃費基準達成建設機械：特別利率①/A
貸付金額が4億円を超える場合は、基準金利。
※新車で販売中のICT建機はオフロード法基準適合車です。

低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械の認定の有
無はﾒｰｶ等にご確認ください。

情報化施工機器の購入・賃借
・貸付対象は、ＭＣ／ＭＧ機器やＴＳ／ＧＮ

ＳＳ等の情報化施工機器と取付改造費とな
ります（建設機械本体は含まれません）

・基準金利

中小企業事業：基準金利1.3%、特別利率①0.81%、特別利率②0.56%、特別利率③0.31%
（5年超6年以内、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。
国民生活事業：基準金利1.81～2.40%、特別利率Ａ1.41～2.00%、特別利率Ｂ1.16～1.75%、特別利

率Ｃ0.91～1.50%
（担保不用の貸付、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。

その他 ※H28融資件数→167件と広く利用されており、予算上
も十分余裕がある。

※H27融資件数→全部で3062件中建設業56件とい
うことで、建設業として活用の余地は多分にある。

制度紹介HP
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku.
html

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

※正確なところは、制度紹介HPやHPに記載の問い合わせ窓口で、ご確認ください。 14



（参考）：建設機械関係の優遇措置の適用実例

資金調達事例

生産性向上設備等 設備金額
（千円）

利用可能な支援措置 支援措置額
（千円）

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ
(3DMC 0.8m3)

22,000～27,000 省エネ建機補助金 ▲3,000（最大）

法人税減免 ▲7,200
情報化施工建機
（2DMG
0.8m3ﾊﾞｯｸﾎｳ）

14,000～17,000 省エネ建機補助金 ▲3,000（最大）

法人税減免 ▲4,200

点群処理ソフトウェア 1,500～2,500 IT導入補助金 ▲1,000（最大）

法人税減免 ▲150
3Dﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ 7,000～20,000 法人税減免 ▲2,000～6,000
GNSSﾛｰﾊﾞ 2,000～5,000 法人税減免 ▲600～1,500
ﾄﾞﾛｰﾝ 500～4,000 法人税減免 ▲150～1,200

（一例）
・ICTﾊﾞｯｸﾎｳ（2,500万円）
・点群処理ｿﾌﾄｳｪｱ（200万円）
・ﾄﾞﾛｰﾝ（200万円）
・GNSSﾛｰﾊﾞ（300万円）

合計 3,000万円

支援措置により
▲840万円

実際の負担
2,360万円

政策金融公庫の基準金利1.3％
返済10年：総額2,518万円
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（※）法人税、法人住民税等の実効税率（約3割）×即時償却


